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介
護
保
険
制
度
は
創
設
か
ら
25

年
を
超
え
、
要
介
護
認
定
者
の
増

加
と
深
刻
な
介
護
人
材
不
足
が
同

時
進
行
し
て
い
る
。
サ
ー
ビ
ス
需

要
は
拡
大
を
続
け
る
一
方
、
担
い

手
の
確
保
が
追
い
つ
か
な
い
。

　

こ
の
状
況
下
、
国
は
６
月
に
処

遇
改
善
加
算
の
見
直
し
を
行
う
介

護
報
酬
改
定
を
施
行
す
る
。
臨
時

改
定
に
踏
み
切
る
こ
と
自
体
が
、

介
護
現
場
の
切
迫
度
を
物
語
っ
て

い
る
。

　

今
回
の
措
置
は
、
物
価
高
騰
に

よ
る
事
業
所
経
営
の
圧
迫
と
人
材

確
保
難
へ
の
即
応
策
と
い
う
意
味

握
の
両
立
こ
そ
が
、
今
後
の
制
度

運
営
の
鍵
で
あ
ろ
う
。

◇

　

人
材
面
の
状
況
も
極
め
て
厳
し

い
。
２
０
２
４
年
度
の
採
用
率

は
、
訪
問
介
護
員
、
施
設
系
介
護

職
員
と
も
に
前
年
度
を
下
回
っ
て

い
る
。

　

さ
ら
に
深
刻
な
の
は
ケ
ア
マ
ネ

ジ
ャ
ー
で
、
採
用
率
は
他
職
種
よ

り
も
さ
ら
に
低
水
準
だ
。
ケ
ア
マ

ネ
ジ
ャ
ー
不
足
は
、
サ
ー
ビ
ス
提

供
体
制
全
体
に
連
鎖
的
な
影
響
を

及
ぼ
す
。
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
機

能
が
弱
体
化
す
れ
ば
、
地
域
包
括

ケ
ア
の
基
盤
そ
の
も
の
が
揺
ら
い

で
し
ま
う
か
ら
だ
。

　

ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は
、
利
用

者
の
心
身
状
態
や
住
環
境
、
家
族

状
況
、
地
域
資
源
の
状
況
な
ど
を

踏
ま
え
、
多
職
種
連
携
の
も
と
支

援
を
具
体
化
す
る
専
門
機
能
で
あ

る
。
そ
の
自
負
を
も
ち
つ
つ
、
制

度
の
要
と
し
て
の
職
責
を
果
た
し

て
い
き
た
い
。

が
加
算
を
取
得
す
る
要
件
の
一
つ

に
、「
ケ
ア
プ
ラ
ン
デ
ー
タ
連
携

シ
ス
テ
ム
」
へ
の
加
入
が
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
点
は
重
要
で
あ

る
。

　

こ
れ
は
、
国
が
レ
セ
プ
ト
情
報

の
提
出
を
待
た
ず
に
全
国
の
介
護

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
動
向
を
随
時
把

握
し
や
す
く
す
る
た
め
の
基
盤
整

備
と
考
え
ら
れ
る
。
医
療
で
先
行

し
て
い
る
デ
ー
タ
に
基
づ
く
政
策

形
成
は
今
後
不
可
避
で
あ
り
、
介

護
分
野
も
例
外
で
は
な
い
。

　

し
か
し
、
過
度
に
デ
ー
タ
だ
け

に
依
拠
し
て
い
て
は
、
現
場
の
多

様
な
実
態
や
地
域
特
性
な
ど
が
、

十
分
把
握
さ
れ
な
い
懸
念
も
あ

る
。

　

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
は
、
制

度
施
行
以
来
、
地
域
に
根
ざ
し
て

支
援
を
積
み
重
ね
て
き
た
。
そ
の

知
見
を
踏
ま
え
た
上
で
制
度
の
あ

り
方
を
考
え
な
い
と
、
現
場
と
の

乖
離
が
生
じ
て
し
ま
う
。
デ
ー
タ

活
用
と
リ
ア
ル
な
現
場
の
課
題
把

で
、
制
度
史
上
き
わ
め
て
異
例
で

あ
る
。
改
定
率
は
全
体
で
＋
２
・

03
％
で
、
そ
の
う
ち
処
遇
改
善
分

が
＋
１
・
95
％
、
施
設
の
食
費
の

基
準
費
用
額
引
上
げ
分
が
＋
０
・

09
％
で
あ
る
。

◇

　

改
定
の
テ
ー
マ
は
、
介
護
職
員

の
賃
上
げ
支
援
と
生
産
性
向
上
に

取
り
組
む
事
業
所
へ
の
加
算
拡
充

で
あ
る
。
特
に
注
目
す
べ
き
は
処

遇
改
善
加
算
の
対
象
サ
ー
ビ
ス
拡

大
だ
。

　

今
回
新
た
に
訪
問
看
護
や
訪
問

リ
ハ
ビ
リ
、
居
宅
介
護
支
援
が
対

象
と
な
っ
た
。
こ
の
３
サ
ー
ビ
ス

に
つ
い
て
は
、
よ
り
多
く
の
事
業

所
が
活
用
し
や
す
い
よ
う
加
算
率

は
一
本
化
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
は
単
な
る
財
政
措
置
で
は

な
く
、介
護
人
材
の
流
出
を
防
ぎ
、

専
門
職
の
定
着
を
支
え
る
構
造
改

革
の
一
環
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
も

の
だ
。

　

一
方
、
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

異
例
の
臨
時
報
酬
改
定
が

示
す
も
の

こ
れ
か
ら
の
介
護
保
険
283

住
宅
型・サ
高
住
に
相
談
支
援
の
新
類
型

ケ
ア
プ
ラ
ン
作
成
と
生
活
相
談
を
一
体
化

報
酬
体
系
の
詳
細
は
、
今
後
の

介
護
給
付
費
分
科
会
の
審
議
に

委
ね
ら
れ
る
が
、
ケ
ア
プ
ラ
ン

作
成
と
生
活
相
談
を
一
体
的
に

提
供
し
、
利
用
者
負
担
を
導
入

す
る
方
針
だ
。

　

２
０
２
７
年
度
改
正
に
向

け
、
今
後
の
検
討
の
動
向
が
注

目
さ
れ
て
い
る
。

利
用
者
負
担
導
入

は
新
類
型
に
限
定

　

新
類
型
は
、
今
後
導
入
が
予

定
さ
れ
る
「
登
録
制
」
に
よ
っ

て
事
前
規
制
の
対
象
と
な
る
住

宅
型
有
老
や
サ
ー
ビ
ス
付
き
高

齢
者
向
け
住
宅
の
入
居
者
を
対

象
に
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
作
成
や
生

こ
れ
は
住
宅
型
有
老
や
サ
高
住

が
、
す
で
に
自
費
で
提
供
し
て

い
る
相
談
機
能
と
の
重
複
を
指

す
が
、
そ
の
実
態
が
未
整
理
の

ま
ま
新
た
な
利
用
者
負
担
を
伴

う
枠
組
み
だ
け
が
先
行
し
て
打

ち
出
さ
れ
た
形
と
も
い
え
る
。

独
立
性
確
保
が
課
題

　

厚
労
省
は
現
時
点
で
、
対
象

住
宅
の
入
居
者
が
利
用
す
る
ケ

ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
原
則
と
し

て
新
類
型
へ
移
行
さ
せ
、
現
行

の
居
宅
介
護
支
援
の
継
続
は
認

め
な
い
方
針
を
示
し
て
い
る
。

同
部
会
の
意
見
書
で
は
、
ケ
ア

プ
ラ
ン
作
成
と
生
活
相
談
の
一

体
的
対
応
に
よ
り
、
入
居
者
の

生
活
情
報
を
多
角
的
に
把
握
で

き
る
と
指
摘
。
住
宅
事
業
者
と

対
等
な
立
場
で
の
連
携
が
可

能
と
な
り
、「
囲
い
込
み
」
防

止
に
寄
与
す
る
と
の
期
待
を
示

す
。

　

そ
の
一
方
、
住
宅
運
営
と
ケ

ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
結
び
付
き

が
強
ま
る
こ
と
で
、
か
え
っ
て

囲
い
込
み
を
助
長
し
か
ね
な
い

と
の
対
極
的
な
意
見
も
併
記
さ

れ
て
い
る
。
今
後
、
利
用
者
負

担
回
避
を
目
的
と
し
た
不
適
切

な
セ
ル
フ
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
乱
用

を
防
ぐ
な
ど
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
の
独
立
性
を
担
保
す
る
体

制
構
築
に
つ
い
て
も
検
討
さ
れ

る
予
定
だ
。

　

厚
生
労
働
省
は
昨
年
末
、
社

会
保
障
審
議
会
介
護
保
険
部
会

（
部
会
長
＝
菊
池
馨
実
・
早
稲

田
大
学
理
事
・
法
学
学
術
院
教

授
）で
、住
宅
型
有
料
老
人
ホ
ー

ム
な
ど
の
入
居
者
を
対
象
と
し

た「
新
た
な
相
談
支
援
の
類
型
」

を
創
設
す
る
方
針
を
提
示
し
、

大
筋
で
了
承
を
得
た
。
基
準
や

活
相
談
を
包
括
的
に
提
供
す
る

新
た
な
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
創
設

さ
れ
る
。
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に

加
え
て
生
活
相
談
員
の
配
置
が

想
定
さ
れ
て
お
り
、
住
宅
事
業

者
と
の
連
携
を
図
り
な
が
ら
外

部
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
調
整
す

る
イ
メ
ー
ジ
が
示
さ
れ
て
い
る

（
図
）。

　

次
期
改
正
で
は
、
焦
点
と

な
っ
て
い
た
従
来
の
居
宅
介
護

支
援
へ
の
利
用
者
負
担
導
入
は

見
送
り
、
こ
の
新
類
型
に
限
定

し
て
利
用
者
負
担
を
設
け
る
方

向
性
が
打
ち
出
さ
れ
た
。
同
部

会
が
と
り
ま
と
め
た
意
見
書
で

は
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
作
成
を
含
め

て
利
用
者
負
担
の
対
象
と
し
て

い
る
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介

護
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
重
視
し
、

新
類
型
へ
の
利
用
者
負
担
導
入

を
肯
定
。
部
会
で
の
意
見
を
踏

ま
え
た
上
で
「
丁
寧
に
検
討
す

る
こ
と
が
適
当
」
と
結
論
付
け

た
。

   

同
意
見
書
で
は
、
今
後
の
検

討
課
題
と
し
て
「
有
料
老
人

ホ
ー
ム
等
の
生
活
相
談
機
能
と

の
整
理
」が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

介護事業経営実態調査
5月開始、 10月公表

27年改定の基礎資料に

27
年
介
護
報
酬
改
定
の
基

礎
資
料
と
な
る
、
介
護
保
険

全
サ
ー
ビ
ス
を
対
象
と
し

た
「
26
年
度
介
護
事
業
経
営

実
態
調
査
（
25
年
度
決
算
対

象
）」
が
５
月
か
ら
始
ま
る
。

結
果
は
10
月
公
表
の
予
定
。

調
査
項
目
は
、
サ
ー
ビ
ス
提

供
、
居
室
・
設
備
等
、
職
員

配
置
や
職
員
給
与
、
収
入
・

支
出
の
状
況
な
ど
。
25
年
度

概
況
調
査
の
調
査
項
目
を
基

本
に
一
部
見
直
す
。
訪
問
系

サ
ー
ビ
ス
で
は
、
サ
ー
ビ
ス

付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
や
有

料
老
人
ホ
ー
ム
等
へ
の
訪
問

回
数
、
通
所
介
護
等
の
平
均

送
迎
時
間
を
追
加
す
る
。

　

調
査
項
目
の
見
直
し
は
次

の
４
点
。①
食
事
の
提
供（
施

設
系
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、

食
費
に
計
上
さ
れ
る
食
事
提

供
回
数
を
把
握
す
る
た
め
の

調
査
項
目
を
追
加
）
②
訪
問

系
及
び
通
所
系
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
状
況
（
25
年
度
概
況
調

査
で
訪
問
系
サ
ー
ビ
ス
に
追

加
し
た
、
訪
問
先
・
移
動
手

段
・
移
動
時
間
の
把
握
項
目

を
通
所
系
に
も
拡
大
。
サ
高

住
や
有
料
老
人
ホ
ー
ム
へ
の

訪
問
回
数
を
把
握
）
③
介
護

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
導
入
状
況

（
25
年
度
概
況
調
査
で
追
加

し
た
介
護
ロ
ボ
ッ
ト
・
Ｉ
Ｃ

Ｔ
等
の
導
入
状
況
や
保
守
・

点
検
な
ど
の
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ

ス
ト
を
、機
器
別
に
見
直
す
）

④
介
護
保
険
事
業
費
補
助
金

（
補
助
金
収
入
の
記
載
欄
を

追
加
）。

　

抽
出
率
は
、
た
と
え
ば
介

護
医
療
院
・
定
期
巡
回
等
が

１
０
０
％
、
特
養
・
老
健
・

特
定
施
設
が
25
％
、
訪
問
リ

ハ
ビ
リ
・
福
祉
用
具
貸
与
・

小
規
模
多
機
能
等
が
50
％
、

通
所
介
護
・
訪
問
看
護
等
が

10
％
、
居
宅
介
護
支
援
が

５
％
な
ど
。
サ
ー
ビ
ス
ご
と

に
設
定
す
る
。
訪
問
介
護
は

前
回
の
10
％
か
ら
12
・
５
％

へ
引
き
上
げ
る
。

　

調
査
の
効
率
化
と
回
収
率

向
上
の
た
め
、「
介
護
保
険

総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
を
活

用
し
、
休
廃
止
し
た
施
設
・

事
業
所
へ
の
調
査
票
配
布
を

削
減
す
る
。
オ
ン
ラ
イ
ン
調

査
の
推
奨
、
希
望
法
人
へ
の

一
括
送
付
も
行
う
。

　

こ
れ
ま
で
の
実
態
調
査
の

有
効
回
答
率
は
23
年
度
調

査
48
・
３
％
（
20
年
度
45
・

２
％
）。
概
況
調
査
は
25
年

度
46
・
２
％
（
22
年
度
48
・

３
％
）
だ
っ
た
。

自
費
と
給
付
の「
二
重
徴
収
」

光
元　

我
々
が
抱
く
危
惧
は
大
き

く
分
け
て
２
点
あ
る
。
第
一
に
、
現

行
の
法
制
度
と
の
不
整
合
だ
。
す
で

に
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅

（
サ
高
住
）、
住
宅
型
有
料
老
人
ホ
ー

ム
（
住
宅
型
有
老
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ

高
齢
者
住
ま
い
法
と
指
導
指
針
に
基

づ
き
、
介
護
保
険
と
は
別
の
枠
組
み

で
「
生
活
相
談
」
の
提
供
が
位
置
付

け
ら
れ
て
い
る
。
管
理
費
や
生
活
支

援
サ
ー
ビ
ス
費
と
し
て
、
入
居
者
は

自
費
で
コ
ス
ト
を
負
担
し
て
い
る
。

そ
こ
に
、
生
活
相
談
が
含
ま
れ
た
新

類
型
に
も
利
用
者
負
担
が
発
生
す
れ

ば
費
用
の
「
二
重
徴
収
」
と
な
っ
て

し
ま
う
。

木
村　

そ
の
通
り
だ
。
私
が
所
属

す
る
学
研
コ
コ
フ
ァ
ン
で
も
、
月
額

約
４
万
円
の
「
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス

費
」
を
受
け
取
り
、
生
活
相
談
や
家

族
と
の
連
絡
調
整
、
緊
急
時
対
応
な

ど
を
提
供
し
て
い
る
。厚
労
省
は「
特

用
者
負
担
の
導
入
に
伴
い
、
ケ
ア
マ

ネ
ジ
ャ
ー
に
は
未
知
の
「
集
金
業

務
」
ま
で
発
生
す
る
。
地
域
で
多
数

の
ケ
ー
ス
を
抱
え
る
ケ
ア
マ
ネ
が
、

特
定
の
物
件
に
住
む
数
人
の
た
め
に

複
雑
な
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
引
き
受

け
る
の
は
現
実
的
に
困
難
で
は
な
い

か
。
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
も
例

外
で
は
な
い
だ
ろ
う
。結
果
と
し
て
、

入
居
者
は
馴
染
み
の
ケ
ア
マ
ネ
か
ら

切
り
離
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
問
題
視
さ

れ
て
き
た
「
囲
い
込
み
」
を
む
し
ろ

助
長
す
る
形
に
な
り
か
ね
な
い
。
利

用
者
負
担
を
回
避
し
よ
う
と
、
不
適

切
な
セ
ル
フ
ケ
ア
プ
ラ
ン
が
横
行
す

る
お
そ
れ
も
あ
る
。

木
村　

集
合
住
宅
に
お
け
る
ケ
ア

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
業
務
は
、
ホ
ー
ム
側

が
生
活
相
談
や
家
族
と
の
連
絡
調
整

な
ど
を
日
常
的
に
担
っ
て
い
る
分
、

一
般
の
在
宅
と
比
べ
れ
ば
実
務
上
の

負
荷
が
抑
え
ら
れ
て
い
る
面
が
あ
る

こ
と
は
否
定
し
な
い
。
で
あ
れ
ば
、

新
類
型
を
強
引
に
創
設
せ
ず
と
も
、

現
行
制
度
の
延
長
線
上
で
同
一
建
物

減
算
の
区
分
を
精
緻
化
し
、
単
価
を

下
げ
る
代
わ
り
に
取
り
扱
い
件
数
の

上
限
を
緩
和
す
る
と
い
っ
た
、
実
態

に
即
し
た
適
正
化
の
方
法
も
あ
る
は

ず
だ
。

　

我
々
の
主
張
は
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
へ
の
利
用
者
負
担
導
入
を
一
律

に
拒
む
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、

国
が
示
す
新
類
型
の
イ
メ
ー
ジ
は
現

場
の
実
務
と
乖
離
し
、
入
居
者
と
の

信
頼
関
係
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ

る
。
住
宅
型
有
老
と
サ
高
住
の
定
員

数
は
60
万
人
を
超
え
、
特
養
に
匹
敵

す
る
イ
ン
フ
ラ
に
な
っ
て
い
る
。
影

響
の
大
き
さ
か
ら
も
、現
時
点
で
は
、

十
分
な
合
理
性
を
見
出
す
こ
と
が
難

し
い
。

　

事
業
者
が
納
得
し
、
現
場
の
実
態

を
踏
ま
え
た
実
効
性
の
あ
る
仕
組
み

が
示
さ
れ
る
ま
で
、
引
き
続
き
意
見

表
明
を
行
っ
て
い
く
。

定
施
設
と
の
均
衡
」
を
新
類
型
導

入
の
理
由
に
挙
げ
る
が
、
そ
も
そ

も
法
体
系
や
成
り
立
ち
が
異
な
る

も
の
を
無
理
や
り
画
一
化
し
よ
う

と
す
る
の
は
乱
暴
す
ぎ
る
。
こ
れ

は
単
に
「
自
費
分
を
安
く
し
て
保

険
に
付
け
替
え
れ
ば
い
い
」
と
い

う
料
金
調
整
の
話
で
は
な
い
。
住

ま
い
の
必
須
機
能
と
し
て
確
立
さ

れ
て
い
る
業
務
を
、
別
の
法
体
系

で
あ
る
介
護
保
険
へ
強
引
に
引
き

剥
が
す
こ
と
は
、
制
度
の
整
合
性
を

根
底
か
ら
崩
す
こ
と
に
他
な
ら
ず
、

現
場
に
も
相
当
の
混
乱
を
招
く
。

光
元　

そ
の
た
め
、
既
存
の
生
活

相
談
と
新
類
型
と
の
役
割
整
理
が
不

可
欠
だ
。
事
実
、
一
部
の
自
治
体
で

は
サ
高
住
が
特
定
施
設
へ
転
換
す
る

際
、
生
活
相
談
の
業
務
が
包
括
報
酬

に
含
ま
れ
る
こ
と
を
理
由
に
、
自
費

で
徴
収
し
て
い
た
費
用
を
見
直
す
よ

う
指
導
し
て
い
る
例
も
あ
る
。
つ
ま

り
、
行
政
自
体
が
こ
れ
ま
で
、
保
険

給
付
と
自
費
の
相
談
業
務
に
は
重
な

り
が
あ
る
と
い
う
前
提
で
動
い
て
き

た
の
で
は
な
い
か
。

地
域
ケ
ア
マ
ネ
は
敬
遠

「
囲
い
込
み
」助
長

光
元　

も
う
一
つ
の
懸
念
点
と
し

て
、
地
域
の
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

が
、
住
宅
型
や
サ
高
住
の
入
居
者
の

担
当
を
敬
遠
す
る
事
態
を
危
惧
し
て

い
る
。
新
類
型
を
担
う
に
は
新
た
な

事
業
指
定
が
必
須
で
、
さ
ら
に
は
利

　

２
０
２
７
年
度
の
改
正
に
向
け
、
社
会
保
障
審
議
会
介
護
保
険
部
会
が

昨
年
末
に
と
り
ま
と
め
た
意
見
で
は
、
一
部
の
住
宅
型
有
料
老
人
ホ
ー
ム

や
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
の
入
居
者
を
対
象
と
す
る
「
新
た
な

相
談
支
援
の
類
型
」の
創
設
が
打
ち
出
さ
れ
た
。居
宅
介
護
支
援
全
体
へ
の

利
用
者
負
担
導
入
は
見
送
っ
た
一
方
で
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
作
成
と
生
活
相
談

が
一
体
と
な
っ
た
新
類
型
に
つ
い
て
は
利
用
者
負
担
を
求
め
る
方
針
だ
。

こ
れ
に
対
し
、
事
業
者
団
体
は
「
制
度
と
し
て
整
合
性
に
欠
け
、
入
居
者

の
理
解
を
得
ら
れ
な
い
」
と
強
い
懸
念
を
示
し
て
い
る
。
高
齢
者
住
宅
協

会
の
木
村
祐
介
副
会
長
と
全
国
有
料
老
人
ホ
ー
ム
協
会
の
光
元
兼
二
事
務

局
次
長
に
、新
類
型
導
入
に
つ
い
て
事
業
者
が
捉
え
る
問
題
点
を
聞
い
た
。

高齢者住宅協会・木村副会
長（右）と全国有料老人ホー
ム協会・光元事務局次長

「
制
度
の
整
合
性
欠
く
」

相
談
支
援
の
新
類
型
　
事
業
者
団
体
が
強
い
疑
念

プライムバー
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介
護
保
険
制
度
は
創
設
か
ら
25

年
を
超
え
、
要
介
護
認
定
者
の
増

加
と
深
刻
な
介
護
人
材
不
足
が
同

時
進
行
し
て
い
る
。
サ
ー
ビ
ス
需

要
は
拡
大
を
続
け
る
一
方
、
担
い

手
の
確
保
が
追
い
つ
か
な
い
。

　

こ
の
状
況
下
、
国
は
６
月
に
処

遇
改
善
加
算
の
見
直
し
を
行
う
介

護
報
酬
改
定
を
施
行
す
る
。
臨
時

改
定
に
踏
み
切
る
こ
と
自
体
が
、

介
護
現
場
の
切
迫
度
を
物
語
っ
て

い
る
。

　

今
回
の
措
置
は
、
物
価
高
騰
に

よ
る
事
業
所
経
営
の
圧
迫
と
人
材

確
保
難
へ
の
即
応
策
と
い
う
意
味

握
の
両
立
こ
そ
が
、
今
後
の
制
度

運
営
の
鍵
で
あ
ろ
う
。

◇

　

人
材
面
の
状
況
も
極
め
て
厳
し

い
。
２
０
２
４
年
度
の
採
用
率

は
、
訪
問
介
護
員
、
施
設
系
介
護

職
員
と
も
に
前
年
度
を
下
回
っ
て

い
る
。

　

さ
ら
に
深
刻
な
の
は
ケ
ア
マ
ネ

ジ
ャ
ー
で
、
採
用
率
は
他
職
種
よ

り
も
さ
ら
に
低
水
準
だ
。
ケ
ア
マ

ネ
ジ
ャ
ー
不
足
は
、
サ
ー
ビ
ス
提

供
体
制
全
体
に
連
鎖
的
な
影
響
を

及
ぼ
す
。
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
機

能
が
弱
体
化
す
れ
ば
、
地
域
包
括

ケ
ア
の
基
盤
そ
の
も
の
が
揺
ら
い

で
し
ま
う
か
ら
だ
。

　

ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は
、
利
用

者
の
心
身
状
態
や
住
環
境
、
家
族

状
況
、
地
域
資
源
の
状
況
な
ど
を

踏
ま
え
、
多
職
種
連
携
の
も
と
支

援
を
具
体
化
す
る
専
門
機
能
で
あ

る
。
そ
の
自
負
を
も
ち
つ
つ
、
制

度
の
要
と
し
て
の
職
責
を
果
た
し

て
い
き
た
い
。

が
加
算
を
取
得
す
る
要
件
の
一
つ

に
、「
ケ
ア
プ
ラ
ン
デ
ー
タ
連
携

シ
ス
テ
ム
」
へ
の
加
入
が
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
点
は
重
要
で
あ

る
。

　

こ
れ
は
、
国
が
レ
セ
プ
ト
情
報

の
提
出
を
待
た
ず
に
全
国
の
介
護

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
動
向
を
随
時
把

握
し
や
す
く
す
る
た
め
の
基
盤
整

備
と
考
え
ら
れ
る
。
医
療
で
先
行

し
て
い
る
デ
ー
タ
に
基
づ
く
政
策

形
成
は
今
後
不
可
避
で
あ
り
、
介

護
分
野
も
例
外
で
は
な
い
。

　

し
か
し
、
過
度
に
デ
ー
タ
だ
け

に
依
拠
し
て
い
て
は
、
現
場
の
多

様
な
実
態
や
地
域
特
性
な
ど
が
、

十
分
把
握
さ
れ
な
い
懸
念
も
あ

る
。

　

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
は
、
制

度
施
行
以
来
、
地
域
に
根
ざ
し
て

支
援
を
積
み
重
ね
て
き
た
。
そ
の

知
見
を
踏
ま
え
た
上
で
制
度
の
あ

り
方
を
考
え
な
い
と
、
現
場
と
の

乖
離
が
生
じ
て
し
ま
う
。
デ
ー
タ

活
用
と
リ
ア
ル
な
現
場
の
課
題
把

で
、
制
度
史
上
き
わ
め
て
異
例
で

あ
る
。
改
定
率
は
全
体
で
＋
２
・

03
％
で
、
そ
の
う
ち
処
遇
改
善
分

が
＋
１
・
95
％
、
施
設
の
食
費
の

基
準
費
用
額
引
上
げ
分
が
＋
０
・

09
％
で
あ
る
。

◇

　

改
定
の
テ
ー
マ
は
、
介
護
職
員

の
賃
上
げ
支
援
と
生
産
性
向
上
に

取
り
組
む
事
業
所
へ
の
加
算
拡
充

で
あ
る
。
特
に
注
目
す
べ
き
は
処

遇
改
善
加
算
の
対
象
サ
ー
ビ
ス
拡

大
だ
。

　

今
回
新
た
に
訪
問
看
護
や
訪
問

リ
ハ
ビ
リ
、
居
宅
介
護
支
援
が
対

象
と
な
っ
た
。
こ
の
３
サ
ー
ビ
ス

に
つ
い
て
は
、
よ
り
多
く
の
事
業

所
が
活
用
し
や
す
い
よ
う
加
算
率

は
一
本
化
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
は
単
な
る
財
政
措
置
で
は

な
く
、介
護
人
材
の
流
出
を
防
ぎ
、

専
門
職
の
定
着
を
支
え
る
構
造
改

革
の
一
環
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
も

の
だ
。

　

一
方
、
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

異
例
の
臨
時
報
酬
改
定
が

示
す
も
の

こ
れ
か
ら
の
介
護
保
険
283

住
宅
型・サ
高
住
に
相
談
支
援
の
新
類
型

ケ
ア
プ
ラ
ン
作
成
と
生
活
相
談
を
一
体
化

報
酬
体
系
の
詳
細
は
、
今
後
の

介
護
給
付
費
分
科
会
の
審
議
に

委
ね
ら
れ
る
が
、
ケ
ア
プ
ラ
ン

作
成
と
生
活
相
談
を
一
体
的
に

提
供
し
、
利
用
者
負
担
を
導
入

す
る
方
針
だ
。

　

２
０
２
７
年
度
改
正
に
向

け
、
今
後
の
検
討
の
動
向
が
注

目
さ
れ
て
い
る
。

利
用
者
負
担
導
入

は
新
類
型
に
限
定

　

新
類
型
は
、
今
後
導
入
が
予

定
さ
れ
る
「
登
録
制
」
に
よ
っ

て
事
前
規
制
の
対
象
と
な
る
住

宅
型
有
老
や
サ
ー
ビ
ス
付
き
高

齢
者
向
け
住
宅
の
入
居
者
を
対

象
に
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
作
成
や
生

こ
れ
は
住
宅
型
有
老
や
サ
高
住

が
、
す
で
に
自
費
で
提
供
し
て

い
る
相
談
機
能
と
の
重
複
を
指

す
が
、
そ
の
実
態
が
未
整
理
の

ま
ま
新
た
な
利
用
者
負
担
を
伴

う
枠
組
み
だ
け
が
先
行
し
て
打

ち
出
さ
れ
た
形
と
も
い
え
る
。

独
立
性
確
保
が
課
題

　

厚
労
省
は
現
時
点
で
、
対
象

住
宅
の
入
居
者
が
利
用
す
る
ケ

ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
原
則
と
し

て
新
類
型
へ
移
行
さ
せ
、
現
行

の
居
宅
介
護
支
援
の
継
続
は
認

め
な
い
方
針
を
示
し
て
い
る
。

同
部
会
の
意
見
書
で
は
、
ケ
ア

プ
ラ
ン
作
成
と
生
活
相
談
の
一

体
的
対
応
に
よ
り
、
入
居
者
の

生
活
情
報
を
多
角
的
に
把
握
で

き
る
と
指
摘
。
住
宅
事
業
者
と

対
等
な
立
場
で
の
連
携
が
可

能
と
な
り
、「
囲
い
込
み
」
防

止
に
寄
与
す
る
と
の
期
待
を
示

す
。

　

そ
の
一
方
、
住
宅
運
営
と
ケ

ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
結
び
付
き

が
強
ま
る
こ
と
で
、
か
え
っ
て

囲
い
込
み
を
助
長
し
か
ね
な
い

と
の
対
極
的
な
意
見
も
併
記
さ

れ
て
い
る
。
今
後
、
利
用
者
負

担
回
避
を
目
的
と
し
た
不
適
切

な
セ
ル
フ
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
乱
用

を
防
ぐ
な
ど
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
の
独
立
性
を
担
保
す
る
体

制
構
築
に
つ
い
て
も
検
討
さ
れ

る
予
定
だ
。

　

厚
生
労
働
省
は
昨
年
末
、
社

会
保
障
審
議
会
介
護
保
険
部
会

（
部
会
長
＝
菊
池
馨
実
・
早
稲

田
大
学
理
事
・
法
学
学
術
院
教

授
）で
、住
宅
型
有
料
老
人
ホ
ー

ム
な
ど
の
入
居
者
を
対
象
と
し

た「
新
た
な
相
談
支
援
の
類
型
」

を
創
設
す
る
方
針
を
提
示
し
、

大
筋
で
了
承
を
得
た
。
基
準
や

活
相
談
を
包
括
的
に
提
供
す
る

新
た
な
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
創
設

さ
れ
る
。
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に

加
え
て
生
活
相
談
員
の
配
置
が

想
定
さ
れ
て
お
り
、
住
宅
事
業

者
と
の
連
携
を
図
り
な
が
ら
外

部
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
調
整
す

る
イ
メ
ー
ジ
が
示
さ
れ
て
い
る

（
図
）。

　

次
期
改
正
で
は
、
焦
点
と

な
っ
て
い
た
従
来
の
居
宅
介
護

支
援
へ
の
利
用
者
負
担
導
入
は

見
送
り
、
こ
の
新
類
型
に
限
定

し
て
利
用
者
負
担
を
設
け
る
方

向
性
が
打
ち
出
さ
れ
た
。
同
部

会
が
と
り
ま
と
め
た
意
見
書
で

は
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
作
成
を
含
め

て
利
用
者
負
担
の
対
象
と
し
て

い
る
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介

護
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
重
視
し
、

新
類
型
へ
の
利
用
者
負
担
導
入

を
肯
定
。
部
会
で
の
意
見
を
踏

ま
え
た
上
で
「
丁
寧
に
検
討
す

る
こ
と
が
適
当
」
と
結
論
付
け

た
。

   

同
意
見
書
で
は
、
今
後
の
検

討
課
題
と
し
て
「
有
料
老
人

ホ
ー
ム
等
の
生
活
相
談
機
能
と

の
整
理
」が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

介護事業経営実態調査
5月開始、 10月公表

27年改定の基礎資料に

27
年
介
護
報
酬
改
定
の
基

礎
資
料
と
な
る
、
介
護
保
険

全
サ
ー
ビ
ス
を
対
象
と
し

た
「
26
年
度
介
護
事
業
経
営

実
態
調
査
（
25
年
度
決
算
対

象
）」
が
５
月
か
ら
始
ま
る
。

結
果
は
10
月
公
表
の
予
定
。

調
査
項
目
は
、
サ
ー
ビ
ス
提

供
、
居
室
・
設
備
等
、
職
員

配
置
や
職
員
給
与
、
収
入
・

支
出
の
状
況
な
ど
。
25
年
度

概
況
調
査
の
調
査
項
目
を
基

本
に
一
部
見
直
す
。
訪
問
系

サ
ー
ビ
ス
で
は
、
サ
ー
ビ
ス

付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
や
有

料
老
人
ホ
ー
ム
等
へ
の
訪
問

回
数
、
通
所
介
護
等
の
平
均

送
迎
時
間
を
追
加
す
る
。

　

調
査
項
目
の
見
直
し
は
次

の
４
点
。①
食
事
の
提
供（
施

設
系
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、

食
費
に
計
上
さ
れ
る
食
事
提

供
回
数
を
把
握
す
る
た
め
の

調
査
項
目
を
追
加
）
②
訪
問

系
及
び
通
所
系
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
状
況
（
25
年
度
概
況
調

査
で
訪
問
系
サ
ー
ビ
ス
に
追

加
し
た
、
訪
問
先
・
移
動
手

段
・
移
動
時
間
の
把
握
項
目

を
通
所
系
に
も
拡
大
。
サ
高

住
や
有
料
老
人
ホ
ー
ム
へ
の

訪
問
回
数
を
把
握
）
③
介
護

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
導
入
状
況

（
25
年
度
概
況
調
査
で
追
加

し
た
介
護
ロ
ボ
ッ
ト
・
Ｉ
Ｃ

Ｔ
等
の
導
入
状
況
や
保
守
・

点
検
な
ど
の
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ

ス
ト
を
、機
器
別
に
見
直
す
）

④
介
護
保
険
事
業
費
補
助
金

（
補
助
金
収
入
の
記
載
欄
を

追
加
）。

　

抽
出
率
は
、
た
と
え
ば
介

護
医
療
院
・
定
期
巡
回
等
が

１
０
０
％
、
特
養
・
老
健
・

特
定
施
設
が
25
％
、
訪
問
リ

ハ
ビ
リ
・
福
祉
用
具
貸
与
・

小
規
模
多
機
能
等
が
50
％
、

通
所
介
護
・
訪
問
看
護
等
が

10
％
、
居
宅
介
護
支
援
が

５
％
な
ど
。
サ
ー
ビ
ス
ご
と

に
設
定
す
る
。
訪
問
介
護
は

前
回
の
10
％
か
ら
12
・
５
％

へ
引
き
上
げ
る
。

　

調
査
の
効
率
化
と
回
収
率

向
上
の
た
め
、「
介
護
保
険

総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
を
活

用
し
、
休
廃
止
し
た
施
設
・

事
業
所
へ
の
調
査
票
配
布
を

削
減
す
る
。
オ
ン
ラ
イ
ン
調

査
の
推
奨
、
希
望
法
人
へ
の

一
括
送
付
も
行
う
。

　

こ
れ
ま
で
の
実
態
調
査
の

有
効
回
答
率
は
23
年
度
調

査
48
・
３
％
（
20
年
度
45
・

２
％
）。
概
況
調
査
は
25
年

度
46
・
２
％
（
22
年
度
48
・

３
％
）
だ
っ
た
。

自
費
と
給
付
の「
二
重
徴
収
」

光
元　

我
々
が
抱
く
危
惧
は
大
き

く
分
け
て
２
点
あ
る
。
第
一
に
、
現

行
の
法
制
度
と
の
不
整
合
だ
。
す
で

に
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅

（
サ
高
住
）、
住
宅
型
有
料
老
人
ホ
ー

ム
（
住
宅
型
有
老
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ

高
齢
者
住
ま
い
法
と
指
導
指
針
に
基

づ
き
、
介
護
保
険
と
は
別
の
枠
組
み

で
「
生
活
相
談
」
の
提
供
が
位
置
付

け
ら
れ
て
い
る
。
管
理
費
や
生
活
支

援
サ
ー
ビ
ス
費
と
し
て
、
入
居
者
は

自
費
で
コ
ス
ト
を
負
担
し
て
い
る
。

そ
こ
に
、
生
活
相
談
が
含
ま
れ
た
新

類
型
に
も
利
用
者
負
担
が
発
生
す
れ

ば
費
用
の
「
二
重
徴
収
」
と
な
っ
て

し
ま
う
。

木
村　

そ
の
通
り
だ
。
私
が
所
属

す
る
学
研
コ
コ
フ
ァ
ン
で
も
、
月
額

約
４
万
円
の
「
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス

費
」
を
受
け
取
り
、
生
活
相
談
や
家

族
と
の
連
絡
調
整
、
緊
急
時
対
応
な

ど
を
提
供
し
て
い
る
。厚
労
省
は「
特

用
者
負
担
の
導
入
に
伴
い
、
ケ
ア
マ

ネ
ジ
ャ
ー
に
は
未
知
の
「
集
金
業

務
」
ま
で
発
生
す
る
。
地
域
で
多
数

の
ケ
ー
ス
を
抱
え
る
ケ
ア
マ
ネ
が
、

特
定
の
物
件
に
住
む
数
人
の
た
め
に

複
雑
な
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
引
き
受

け
る
の
は
現
実
的
に
困
難
で
は
な
い

か
。
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
も
例

外
で
は
な
い
だ
ろ
う
。結
果
と
し
て
、

入
居
者
は
馴
染
み
の
ケ
ア
マ
ネ
か
ら

切
り
離
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
問
題
視
さ

れ
て
き
た
「
囲
い
込
み
」
を
む
し
ろ

助
長
す
る
形
に
な
り
か
ね
な
い
。
利

用
者
負
担
を
回
避
し
よ
う
と
、
不
適

切
な
セ
ル
フ
ケ
ア
プ
ラ
ン
が
横
行
す

る
お
そ
れ
も
あ
る
。

木
村　

集
合
住
宅
に
お
け
る
ケ
ア

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
業
務
は
、
ホ
ー
ム
側

が
生
活
相
談
や
家
族
と
の
連
絡
調
整

な
ど
を
日
常
的
に
担
っ
て
い
る
分
、

一
般
の
在
宅
と
比
べ
れ
ば
実
務
上
の

負
荷
が
抑
え
ら
れ
て
い
る
面
が
あ
る

こ
と
は
否
定
し
な
い
。
で
あ
れ
ば
、

新
類
型
を
強
引
に
創
設
せ
ず
と
も
、

現
行
制
度
の
延
長
線
上
で
同
一
建
物

減
算
の
区
分
を
精
緻
化
し
、
単
価
を

下
げ
る
代
わ
り
に
取
り
扱
い
件
数
の

上
限
を
緩
和
す
る
と
い
っ
た
、
実
態

に
即
し
た
適
正
化
の
方
法
も
あ
る
は

ず
だ
。

　

我
々
の
主
張
は
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
へ
の
利
用
者
負
担
導
入
を
一
律

に
拒
む
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、

国
が
示
す
新
類
型
の
イ
メ
ー
ジ
は
現

場
の
実
務
と
乖
離
し
、
入
居
者
と
の

信
頼
関
係
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ

る
。
住
宅
型
有
老
と
サ
高
住
の
定
員

数
は
60
万
人
を
超
え
、
特
養
に
匹
敵

す
る
イ
ン
フ
ラ
に
な
っ
て
い
る
。
影

響
の
大
き
さ
か
ら
も
、現
時
点
で
は
、

十
分
な
合
理
性
を
見
出
す
こ
と
が
難

し
い
。

　

事
業
者
が
納
得
し
、
現
場
の
実
態

を
踏
ま
え
た
実
効
性
の
あ
る
仕
組
み

が
示
さ
れ
る
ま
で
、
引
き
続
き
意
見

表
明
を
行
っ
て
い
く
。

定
施
設
と
の
均
衡
」
を
新
類
型
導

入
の
理
由
に
挙
げ
る
が
、
そ
も
そ

も
法
体
系
や
成
り
立
ち
が
異
な
る

も
の
を
無
理
や
り
画
一
化
し
よ
う

と
す
る
の
は
乱
暴
す
ぎ
る
。
こ
れ

は
単
に
「
自
費
分
を
安
く
し
て
保

険
に
付
け
替
え
れ
ば
い
い
」
と
い

う
料
金
調
整
の
話
で
は
な
い
。
住

ま
い
の
必
須
機
能
と
し
て
確
立
さ

れ
て
い
る
業
務
を
、
別
の
法
体
系

で
あ
る
介
護
保
険
へ
強
引
に
引
き

剥
が
す
こ
と
は
、
制
度
の
整
合
性
を

根
底
か
ら
崩
す
こ
と
に
他
な
ら
ず
、

現
場
に
も
相
当
の
混
乱
を
招
く
。

光
元　

そ
の
た
め
、
既
存
の
生
活

相
談
と
新
類
型
と
の
役
割
整
理
が
不

可
欠
だ
。
事
実
、
一
部
の
自
治
体
で

は
サ
高
住
が
特
定
施
設
へ
転
換
す
る

際
、
生
活
相
談
の
業
務
が
包
括
報
酬

に
含
ま
れ
る
こ
と
を
理
由
に
、
自
費

で
徴
収
し
て
い
た
費
用
を
見
直
す
よ

う
指
導
し
て
い
る
例
も
あ
る
。
つ
ま

り
、
行
政
自
体
が
こ
れ
ま
で
、
保
険

給
付
と
自
費
の
相
談
業
務
に
は
重
な

り
が
あ
る
と
い
う
前
提
で
動
い
て
き

た
の
で
は
な
い
か
。

地
域
ケ
ア
マ
ネ
は
敬
遠

「
囲
い
込
み
」助
長

光
元　

も
う
一
つ
の
懸
念
点
と
し

て
、
地
域
の
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

が
、
住
宅
型
や
サ
高
住
の
入
居
者
の

担
当
を
敬
遠
す
る
事
態
を
危
惧
し
て

い
る
。
新
類
型
を
担
う
に
は
新
た
な

事
業
指
定
が
必
須
で
、
さ
ら
に
は
利

　

２
０
２
７
年
度
の
改
正
に
向
け
、
社
会
保
障
審
議
会
介
護
保
険
部
会
が

昨
年
末
に
と
り
ま
と
め
た
意
見
で
は
、
一
部
の
住
宅
型
有
料
老
人
ホ
ー
ム

や
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
の
入
居
者
を
対
象
と
す
る
「
新
た
な

相
談
支
援
の
類
型
」の
創
設
が
打
ち
出
さ
れ
た
。居
宅
介
護
支
援
全
体
へ
の

利
用
者
負
担
導
入
は
見
送
っ
た
一
方
で
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
作
成
と
生
活
相
談

が
一
体
と
な
っ
た
新
類
型
に
つ
い
て
は
利
用
者
負
担
を
求
め
る
方
針
だ
。

こ
れ
に
対
し
、
事
業
者
団
体
は
「
制
度
と
し
て
整
合
性
に
欠
け
、
入
居
者

の
理
解
を
得
ら
れ
な
い
」
と
強
い
懸
念
を
示
し
て
い
る
。
高
齢
者
住
宅
協

会
の
木
村
祐
介
副
会
長
と
全
国
有
料
老
人
ホ
ー
ム
協
会
の
光
元
兼
二
事
務

局
次
長
に
、新
類
型
導
入
に
つ
い
て
事
業
者
が
捉
え
る
問
題
点
を
聞
い
た
。

高齢者住宅協会・木村副会
長（右）と全国有料老人ホー
ム協会・光元事務局次長

「
制
度
の
整
合
性
欠
く
」

相
談
支
援
の
新
類
型
　
事
業
者
団
体
が
強
い
疑
念

プライムバー


